
申申し込み　問問い合わせ

難
聴
児
の
補
聴
器
購
入
費
に
補
助

　

両
耳
の
聴
力
が
30
デ
シ
ベ
ル
以
上

で
、
身
体
障
害
者
手
帳
に
該
当
し
な

い
18
歳
未
満
の
難
聴
児
の
、
補
聴
器

購
入
費
３
分
の
２
を
補
助
。
こ
れ
に

は
所
得
制
限
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
ま

た
、
精
密
聴
力
検
査
機
関
の
医
師
に

所
定
の
書
類
へ
記
入
し
て
も
ら
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
購
入
前
に
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
障
害
福
祉
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
１
１

（
フ
ァ
ク
ス
０
２
７
‐
２
２
３
‐
８

８
５
６
）

視
覚
障
害
者
の
活
動
教
室
実
施
中

　

市
内
在
住
の
視
覚
障
害
者
を
対
象

に
ス
ポ
ー
ツ
教
室
な
ど
を
実
施
。
盲

人
卓
球
や
盲
人
用
オ
セ
ロ
な
ど
の
活

動
を
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い

合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
毎
月
第
３
日
曜
、
10
時
～
16
時

会
場
＝
総
合
福
祉
会
館

問
市
視
覚
障
害
者
福
祉
協
会
・
高
橋

さ
ん

☎
０
２
７
‐
２
６
３
‐
８
８
５
５

一
人
親
の
悩
み
気
軽
に
相
談
を

　

一
人
親
や
離
婚
を
考
え
て
い
る
人

の
相
談
会
を
開
催
。
県
母
子
会
自
立

支
援
セ
ン
タ
ー
相
談
員
が
、
養
育
費

や
就
業
な
ど
の
相
談
に
乗
り
ま
す
。

日
時
＝
７
月
25
日
㈭
13
時
～
16
時

会
場
＝
前
橋
保
健
セ
ン
タ
ー

対
象
＝
市
内
在
住
の
一
人
親
か
離
婚

を
考
え
て
い
る
人
、
先
着
３
人

申
７
月
22
日
㈪
ま
で
に
子
育
て
支
援
課

☎
０
２
７
‐
２
２
０
‐
５
７
０
１
へ

教
育
委
員
会
７
月
定
例
会
の
傍
聴

　

教
育
委
員
会
定
例
会
の
傍
聴
を
行

い
ま
す
。

日
時
＝
７
月
17
日
㈬
13
時
30
分

会
場
＝
市
役
所
３
階
31
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
13
時
～
13
時
20
分
に
会
場
へ

直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

総
合
教
育
会
議
の
傍
聴

　

総
合
教
育
会
議
の
傍
聴
を
行
い
ま
す
。

日
時
＝
７
月
17
日
㈬
15
時

会
場
＝
市
役
所
３
階
31
会
議
室

対
象
＝
一
般
、
先
着
10
人

申
当
日
14
時
45
分
～
55
分
に
会
場
へ

直
接

問
教
育
委
員
会
事
務
局
総
務
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
０
２

狩
猟
免
許
の
取
得
を
支
援
し
ま
す

　

本
市
在
住
の
農
業
者
を
対
象
に
、

狩
猟
免
許
試
験
の
受
験
費
用
を
補
助
。

ま
た
、
免
許
取
得
後
に
市
内
の
猟
友

会
に
加
入
す
る
場
合
も
、
２
万
円
を

補
助
し
ま
す
。
試
験
に
か
か
る
費
用

な
ど
詳
し
く
は
県
渋
川
森
林
事
務
所

に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

試
験
日
時
＝
〈
❶
わ
な
猟
免
許
〉
８

月
８
日
㈭
12
時
50
分
〈
❷
銃
猟
免
許
〉

９
月
１
日
㈰
９
時
30
分

試
験
会
場
＝
❶
は
安
中
市
役
所
松
井

田
支
所
❷
は
県
庁

補
助
金
額
＝
❶
は
１
万
２
０
０
円
❷

は
８
万
円

申
❶
は
７
月
29
日
㈪
❷
は
８
月
22
日

㈭
ま
で
に
県
渋
川
森
林
事
務
所

☎
０
２
７
９
‐
２
２
‐
２
７
６
３
へ

補
助
金
交
付
申
請
は
市
赤
城
森
林
事

務
所

☎
０
２
７
‐
２
８
５
‐
４
１
１
６
へ

市
営
住
宅
へ
の
単
身
入
居
可
能
に

　

60
歳
未
満
の
単
身
の
低
額
所
得
者

が
市
営
住
宅
に
入
居
で
き
る
よ
う
に

な
り
ま
し
た
。
住
宅
に
困
窮
し
て
い

る
な
ど
い
く
つ
か
の
条
件
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

問
県
住
宅
供
給
公
社
前
橋
支
所

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
８
６

交
通
安
全
こ
の
機
会
に
見
直
し
を

　

７
月
11
日
㈭
か
ら
20
日
㈯
ま
で
、

夏
の
県
民
交
通
安
全
運
動
を
実
施
。

夜
間
の
ラ
イ
ト
点
灯
な
ど
交
通
ル
ー

ル
や
マ
ナ
ー
を
守
り
、
交
通
事
故
を

防
ぎ
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
飲
酒
運
転

は
重
大
交
通
事
故
に
直
結
す
る
極
め

て
悪
質
・
危
険
な
犯
罪
で
す
。「
飲

酒
運
転
を
絶
対
に
し
な
い
、さ
せ
な
い
」

を
徹
底
し
て
く
だ
さ
い
。

問
交
通
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
６
３

全
国
家
計
構
造
調
査
で
訪
問

　

全
国
家
計
構
造
調
査
を
実
施
し
ま

す
。
こ
の
調
査
は
家
計
の
消
費
や
所

得
、
資
産
、
負
債
の
実
態
、
世
帯
の

所
得
分
布
、
消
費
の
水
準
、
構
造
な

ど
を
全
国
・
地
域
別
に
明
ら
か
に
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
国

が
選
ん
だ
対
象
地
域
の
世
帯
に
、
７

月
中
旬
か
ら
調
査
員
が
訪
問
し
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
調
査
は
統
計
法
に
基
づ

く
統
計
調
査
で
す
。
調
査
結
果
を
統

計
以
外
の
目
的
に
使
用
す
る
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。

申
９
月
13
日
㈮
ま
で
に
郵
送
で
。
調

査
票
に
記
入
し
、
市
役
所
環
境
政
策

課
（
☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
９

２
）
へ新

増
築
家
屋
の
調
査
に
ご
協
力
を

　

今
年
１
月
２
日
以
降
に
新
増
築
し

た
家
屋
は
、
来
年
度
か
ら
固
定
資
産

税
の
課
税
対
象
に
な
り
ま
す
。
調
査

対
象
者
に
は
事
前
に
手
紙
で
調
査
日

時
を
確
認
し
ま
す
。
都
合
の
良
い
日

時
を
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。
調
査
に

は
身
分
証
を
携
帯
し
た
資
産
税
課
職

員
が
伺
い
ま
す
。
ま
た
、
新
築
に
伴

い
取
り
壊
し
た
家
屋
が
あ
る
場
合
は

申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

問
資
産
税
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
２
１
８

介
護
保
険
料
額
が
決
定
し
ま
し
た

　

65
歳
以
上
の
人
を
対
象
に
、
本
年

度
の
介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
と

納
付
書
を
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

本
年
度
は
消
費
税
率
引
き
上
げ
に
合

わ
せ
て
、
非
課
税
世
帯
の
介
護
保
険

料
の
軽
減
が
強
化
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
災
害
な
ど
の
特
別
な
事
情
で

保
険
料
が
納
め
ら
れ
な
い
場
合
は
、

申
請
で
減
免
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

問
介
護
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
５
９

介
護
保
険
負
担
割
合
証
を
送
付

　

要
支
援
・
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
人
や
総
合
事
業
対
象
者
（
８
月

１
日
現
在
）
に
、
介
護
保
険
負
担
割

合
証
を
７
月
中
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

８
月
以
降
に
介
護
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を

利
用
す
る
と
き
は
、
介
護
保
険
の
被

保
険
者
証
と
一
緒
に
こ
の
負
担
割
合

証
を
事
業
所
へ
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。

問
介
護
保
険
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
５
７

壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
修
理
し
ま
す

　

壊
れ
た
お
も
ち
ゃ
を
無
料
で
修
理

す
る
、
お
も
ち
ゃ
の
病
院
を
開
催
し

ま
す
。

日
時
＝
❶
７
月
16
日
㈫
❷
20
日
㈯
❸

21
日
㈰
、
10
時
～
12
時

会
場
＝
❶
は
城
南
支
所
❷
は
宮
城
公

民
館
❸
は
総
合
福
祉
会
館

問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
７
‐
２
３
２
‐
３
８
４
８

問
情
報
政
策
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
５
１
８

市
町
村
振
興
宝
く
じ
が
販
売
開
始

　

７
月
２
日
㈫
か
ら
８
月
２
日
㈮
ま

で
「
市
町
村
振
興
宝
く
じ
（
サ
マ
ー

ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
・
サ
マ
ー
ジ
ャ
ン

ボ
ミ
ニ
）」
が
発
売
さ
れ
ま
す
。
サ
マ

ー
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
の
賞
金
は
、
１

等
・
前
後
賞
合
わ
せ
て
７
億
円
。
こ

の
収
益
金
は
市
町
村
の
ま
ち
づ
く
り

な
ど
に
使
わ
れ
ま
す
。
購
入
は
二
次

元
コ
ー
ド
の
宝
く
じ
公
式
サ

イ
ト
か
ら
も
で
き
ま
す
。

問
県
市
町
村
振
興
協
会

☎
０
２
７
‐
２
９
０
‐
１
３
５
０

セ
ミ
の
様
子
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い

　
「
み
ぢ
か
な
季
節
か
ん
じ
隊
」
の

セ
ミ
の
調
査
を
行
い
ま
す
。
８
月
30

日
㈮
ま
で
に
市
内
の
身
近
な
自
然
環

境
で
確
認
さ
れ
た
セ
ミ
の
様
子
を
、

調
査
票
に
ま
と
め
て
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

調
査
票
の
配
布
＝
市
役
所
環
境
政
策

課
、
各
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
で
。
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
も
で
き
ま
す

く
ら
し
の
情
報

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

元
気
21
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー　
　
　
　
10
時
〜
19
時

窓 口
業務時間

お
知
ら
せ

○10分番組
　健康、子育て、環境、観光、
文化・芸術、生涯学習など、
さまざまなジャンルの番組
を10分間でお届けします。

［毎週木土曜］ 9:49 再放送
は木曜18:20 土曜13:49

○まえばし情報ステーション
　5分番組

旬な前橋をお伝えします。
［月～金］ 7:54 再放送は
17:54

　○ラジオインフォメーションいきいき前橋
　毎週金曜　16:55　3分番組

●
都
木
守
男
さ
ん
＝
15
万
円
を
交

通
安
全
の
た
め
に

●
松
井
貞
雄
さ
ん
＝
書
籍
「
昭
和

の
二
宮
金
次
郎
」
２
４
０
冊
を
市

内
各
小
中
学
校
へ

●
ア
ク
ア
シ
ス
テ
ム
＝
携
帯
形
微

生
物
観
察
器「m

il-kin

（
見
る
菌
）」

１
台
を
食
品
衛
生
の
た
め
に
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